
札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和７年度）

山本処理場

山本地区 2025/6/11 0.0013
№5 №7

― ― ― ― ― 2025/7/29
0.00040 0.014

山本東地区 2025/6/11 ―
№4 №15

― ― ― 2025/7/29
0.011 0.0025

山本北地区 2025/6/11 0.00020
№1 №3 №9 №10※ №12

― ― 2025/7/29
0.0022 0.00036 0.0026 0.20 0.0033

硝酸性窒素
　処理施設

2025/6/11 0.00043 ― ― ― ― ― ― ― 2025/7/29

東米里地区 2025/6/11 0.0020
№1 №2 №3 №4

― ― ― 2025/7/29
0.000022 0.0021 0.25 0.0031

山口処理場

第２山口処理場 2025/6/10 0.0020
№1 №2

― ― ― ― ― 2025/7/29
0 0.0000048

第３山口処理場 2025/6/10 0.000075
№3 №4

― ― ― ― ― 2025/7/29
0.0026 0

モエレ処理場 2025/6/10 0.0022 ― ― ― ― ― 2025/7/29
0.033 0.037

※　山本地区の処理水は一部を下水放流、残りを硝酸性窒素処理施設から河川放流しています。

※　東米里地区地下水No.2の採取日は2025年10月22日、報告日は2025年12月25日です。

ダイオキシン類対策特別措置法　最終処分場水質基準

水質環境基準 周縁地下水・河川水 １回/年  1pg-TEQ/L以下

ダイオキシン類の測定

※　山本東地区の処理水は硝酸性窒素処理施設から河川放流しています。

水質排水基準 放流水 １回/年 10pg-TEQ/L以下

施設名称 採取年月日
放流水

(pg-TEQ/L)
周縁地下水・河川水

(pg-TEQ/L)
報告日

項目 適用 測定頻度 基準値

水郷北大橋 水郷東大橋

※　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令


